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一

自
由
心
証
主
義
の
導
入

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
制
定
さ
れ
た
改
定
律
例
三
一
八
条(1

)に
は
、
次
の
規
定
が
あ
っ
た
。

凡
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
口
供
結
案
ニ
依
ル
若
シ
甘
結
セ
ス
シ
テ
死
亡
ス
ル
者
ハ
証
左
ア
リ
ト
雖
モ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

右
は
、
当
時
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
自
白
が
必
要
と
さ
れ
た
根
拠
で
あ
る
。
刑
の
言
渡
し
は
、
口
供
結
案
す
な
わ
ち
最
終
的
に
得
ら
れ
た

犯
人
の
供
述
が
目
安
と
さ
れ
た(2
)。
日
本
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
手
続
の
近
代
化
は
、同
条
の
改
正
を
一
つ
の
転
換
点
と
し
て
意
識
し
て
い
る(3
)。

凡
ソ
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
証
ニ
依
ル
若
シ
未
タ
断
決
セ
ス
シ
テ
死
亡
ス
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス

〔
資
料
紹
介
〕

明
治
初
期
の
自
白
に
よ
ら
な
い
断
罪

三

田

奈

穂
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右
明
治
九
年
太
政
官
第
八
六
号
布
告(4

)に
よ
り
、
自
白
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
証
拠
に
よ
る
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年
、
司

法
省
は
い
か
な
る
も
の
が
「
証
」
に
あ
た
る
の
か
、
例
示
的
な
達
を
大
審
院
、
各
裁
判
所
お
よ
び
裁
判
所
未
設
置
の
府
県
に
下
令
し
て
い

る(5
)。

そ
の
末
尾
に
は
「
前
件
ノ
証
拠
ニ
依
リ
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
専
ラ
裁
判
官
ノ
信
認
ス
ル
所
ニ
ア
リ
」
と
あ
り
、
裁
判
官
の
自
由
な
心
証
に

よ
る
裁
判
が
導
入
さ
れ
た
。

自
白
必
要
主
義
の
も
と
で
は
、
自
白
を
得
る
手
段
と
し
て
拷
問
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
お
雇
い
外
国
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
拷
問

現
場
を
目
撃
し
、
直
ち
に
司
法
卿
宛
に
意
見
書
を
提
出
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
改
定
律
例
三
一
八
条
の
改
正
は
拷
問
制
度
廃

止
の
過
程
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る(6

)。
他
方
で
、
明
治
七
年
以
降
は
拷
問
を
制
限
す
る
動
き
も
あ
っ
た(7

)。
も
っ
と
も
、
拷
問
の
制
度

上
の
完
全
な
廃
止
が
実
現
し
た
の
は
同
十
二
年
の
こ
と
で
あ
る(8
)。

二

自
白
に
よ
ら
な
い
裁
判
例

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
国
立
公
文
書
館
に
残
さ
れ
た
あ
る
事
件
に
関
す
る
明
治
六
年
の
記
録
と
、
そ
の
先
例
に
基
づ
い
て
判
決
が
下
さ

れ
た
翌
年
の
記
録
で
あ
る(9

)。
と
も
に
法
定
刑
が
死
刑
で
あ
る
持
兇
器
強
盗
を
め
ぐ
り(10

)、
犯
人
は
窃
盗
の
事
実
は
自
認
し
て
い
る
も
の
の
強

盗
は
否
認
し
て
い
る
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
。
前
者
は
宮
城
県
、
後
者
は
東
京
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
そ
の
処
分
を
め
ぐ
る

現
場
と
司
法
省
、
太
政
官
と
の
や
り
と
り
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ど
ち
ら
の
事
件
も
複
数
の
被
害
者
の
証
言
や
贓
品
の
所
持
な
ど
の
証
拠
に
よ
り
「
衆
証
明
白
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
結
論
を
先
に
述
べ

れ
ば
、
自
白
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
死
刑
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
。

本
史
料
の
意
義
は
、
少
な
く
と
も
次
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
明
治
九
年
よ
り
も
前
の
例
外
的
な
自
白
に
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よ
ら
な
い
証
拠
裁
判
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
宮
城
県
で
の
事
件
処
理
に
あ
た
っ
て
は
一
般
的
な
公
布
案
が
起
草
さ
れ
て
お

り
、
自
白
以
外
の
法
定
証
拠
に
基
づ
く
裁
判
の
構
想
と
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
事
実
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
当
時
の
自
白
の

位
置
づ
け
や
そ
の
他
証
拠
の
関
連
性
・
信
用
性
等
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。
第
三
に
、
関
係
者
の
供
述
や
盗
ま
れ
た
金
品
の

一
覧
な
ど
が
具
体
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
一
件
記
録
の
具
体
例
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
史
料
の
概
要
を
述
べ
、
全
文
を
掲
げ
る
。

三

罪
人
糾
問
ノ
上
白
状
不
致
共
明
証
ニ
拠
リ
処
刑
致
シ
度
伺

（
一
）
史
料
の
概
要

明
治
四
年
二
月
六
日
夜
、
岩
代
国(11
)出
生
無
宿
伝
三
郎
は
、
玉
五
郎
・
太
蔵
・
松
吉
と
と
も
に
同
国
伊
達
郡
の
家
宅
に
押
入
り
、
現
金
五

十
両(12

)衣
類
そ
の
外
三
十
六
品
を
奪
取
し
た
。
翌
月
一
日
、
廃
藩
置
県
前
の
仙
台
藩
に
て
伝
三
郎
・
太
蔵
・
松
吉
は
捕
縛
と
な
る
。
被
害
者

は
、
抜
刀
で
威
さ
れ
伝
三
郎
に
縛
ら
れ
た
と
供
述
し
て
い
る
が
、
伝
三
郎
は
、
金
に
困
っ
て
忍
入
り
、
台
所
で
鍋
に
躓
い
て
家
の
者
が
騒

い
だ
の
で
驚
い
て
逃
げ
た
、
と
い
う
。

犯
行
後
に
「
始
末
届
」
が
出
さ
れ
た
福
島
県
の
話
や
現
地
で
の
風
評
か
ら
、
伝
三
郎
が
「
宿
奸
老
賊
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

と
当
局
は
判
断
し
た
。
厳
し
く
拷
問
に
付
し
た
も
の
の
、「
無
言
ニ
シ
テ
死
ニ
至
候
体
ヲ
成
シ
」
一
言
も
発
し
な
い
。
そ
の
う
ち
共
犯
者

の
太
蔵
・
松
吉
は
破
牢
脱
走
す
る
。

本
件
に
対
す
る
宮
城
県
か
ら
の
処
分
伺
を
受
け
て
、
司
法
省
は
持
兇
器
強
盗
で
処
罰
で
き
る
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。
明
治
六
年
七
月
二

十
九
日
、
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
か
ら
太
政
大
臣
三
条
実
美
へ
宛
て
ら
れ
た
伺
に
は
、
事
件
の
概
要
と
証
拠
裁
判
の
法
制
化
に
関
す
る
草
案
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が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
者
を
糺
問
し
て
口
供
せ
ず
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
現
場
に
居
合
わ
せ
た
者
ま
た
は
目
撃
者

の
明
白
な
証
言
、
共
犯
者
の
口
供
、
犯
罪
に
使
用
し
た
器
物
の
所
持
等
の
証
拠
が
あ
っ
て
、
検
事
が
確
実
の
旨
を
申
述
べ
る
時
は
、
証
拠

に
よ
り
処
断
で
き
る
と
さ
れ
た
。

司
法
省
か
ら
の
伺
を
受
け
て
、
太
政
官
左
院
法
制
課
で
は
次
の
見
解
を
示
し
た
。
西
欧
で
は
検
察
に
よ
る
請
求
や
予
審
、
重
罪
裁
判
所

に
お
け
る
陪
審
制
度
が
整
備
さ
れ
、
ま
た
犯
人
に
は
控
訴
権
が
あ
る
た
め
冤
罪
の
不
安
が
な
い
。
だ
か
ら
必
ず
し
も
自
白
に
よ
ら
な
い
。

し
か
し
今
の
日
本
は
、
民
事
で
は
上
訴
制
度
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
刑
事
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
重
罪
裁
判
所
お
よ
び
陪
審
は

設
置
さ
れ
ず
、
検
事
も
全
国
に
は
い
な
い
。
自
ず
と
誣
告
冤
抂
の
弊
害
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
拷
訊
を
用
い
て
抑
圧
す

る
の
は
開
明
の
邦
に
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
。

太
政
官
で
は
司
法
省
案
の
公
布
を
目
指
し
て
、
以
下
の
修
正
を
施
し
た
。
列
挙
さ
れ
た
証
拠
に
、
犯
状
明
白
な
犯
人
所
持
の
書
面
、
犯

人
が
他
人
と
往
復
し
た
書
面
を
加
え
、
そ
れ
ら
の
う
ち
「
二
箇
以
上
ノ
証
拠
ア
リ
テ
」
事
実
の
認
定
が
で
き
る
と
し
た
。
し
か
し
最
終
的

に
は
、「
警
保
ノ
事
務
未
タ
全
国
ニ
遍
カ
ラ
ス
」、「
裁
判
上
ノ
諸
法
則
未
タ
整
備
ニ
至
ラ
ス
」、
か
え
っ
て
誣
告
冤
抂
の
弊
害
が
少
な
く
な

い
、
現
時
点
で
は
口
供
に
よ
る
処
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
事
実
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
口
供

し
な
い
者
の
処
分
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
伺
出
る
こ
と
と
さ
れ
、
伝
三
郎
の
処
刑
は
許
さ
れ
た
。

（
二
）
若
干
の
考
察

こ
れ
ま
で
、
証
拠
裁
判
主
義
・
自
由
心
証
主
義
の
導
入
は
拷
問
制
度
の
廃
止
と
セ
ッ
ト
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
自
白
を
必

要
と
す
る
と
、
拷
問
は
避
け
ら
れ
ず
、
過
酷
な
尋
問
に
よ
る
冤
罪
の
弊
害
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
本
件
で
は
、
他
の
証
拠
に
よ
り
事
実

関
係
が
明
ら
か
な
事
件
に
つ
い
て
拷
問
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
口
供
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
一
般
論
と
し
て
犯
人
が
認
め
て
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い
な
い
事
実
に
つ
い
て
断
罪
す
る
の
は
、
逆
に
「
誣
告
冤
枉
ノ
弊
」
が
あ
る
と
い
う
。
捜
査
方
法
が
限
定
的
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、

真
相
究
明
に
は
む
し
ろ
自
白
が
欠
か
せ
な
い
と
の
認
識
が
読
み
取
れ
る
。

な
お
、
本
件
の
処
分
を
め
ぐ
る
司
法
省
と
太
政
官
と
の
や
り
と
り
は
、
明
治
六
年
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

小
野
組
転
籍
事
件
に
お
い
て
陪
審
論
（
参
座
）
が
生
じ
た
時
期
と
重
な
る(13

)。

四

犯
罪
者
菅
井
清
七
白
状
不
致
ト
雖
モ
衆
証
ニ
拠
リ
処
分
伺

本
件
は
前
述
の
先
例
に
基
い
て
処
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
犯
人
は
、
明
治
六
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
起
こ
し
た
窃
盗
八
件
に
つ

い
て
自
白
し
た
が
、
同
年
六
月
十
三
日
の
強
盗
事
件
に
つ
い
て
は
家
宅
へ
の
侵
入
を
含
め
て
否
認
し
た
。
共
犯
者
の
口
供
、
被
害
者
の
面

通
し
、
贓
物
の
所
持
等
の
証
拠
に
よ
り
事
実
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

興
味
深
い
の
は
、
東
京
裁
判
所
長
北
畠
治
房
よ
り
司
法
卿
大
木
喬
任
へ
出
さ
れ
た
伺
に
み
え
る
、「
剛
硬
不
屈
ノ
徒
ヲ
シ
テ
大
ニ
懲
戒

畏
懼
セ
シ
ム
ル
ノ
一
端
ト
モ
相
考
候
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
証
拠
に
よ
る
裁
判
は
犯
罪
予
防
効
果
も
期
待
で
き
る
と
の
見
解
が
読
み
取
れ

る
。注（

1
）
明
治
六
年
太
政
官
第
二
〇
六
号
布
告
。
内
閣
記
録
局
編
、
石
井
良
助
・
林
修
三
復
刻
版
監
修
『
法
規
分
類
大
全
』
第
五
四
巻
刑
法
門
（
一
）
第
一

編
（
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
二
五
六
頁
以
下
。

（
2
）
近
藤
圭
造
訓
註
『
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
註
釈
巻
五
』（
小
川
半
七
ほ
か
、
一
八
七
四
年
）
六
一
頁
。
な
お
、
犯
人
の
供
述
調
書
に
は
花
押
ま
た

は
拇
印
を
認
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
罪
案
書
式
は
し
ば
し
ば
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
内
閣
記
録
局
編
、
石
井
良
助
・
林
修
三
復
刻
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版
監
修
『
法
規
分
類
大
全
』
第
五
六
巻
治
罪
門
（
一
）
第
一
編
（
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
一
五
頁
以
下
。

（
3
）
小
早
川
欣
吾
『
明
治
法
制
史
論
公
法
之
部
下
巻
』（
厳
松
堂
書
店
、
一
九
四
〇
年
）
一
〇
五
九
頁
以
下
、
手
塚
豊
「
明
治
初
年
の
拷
問
制
度
：
そ
の

廃
止
過
程
の
一
研
究
」『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
下
）』
所
収
（
慶
應
通
信
、
一
九
八
六
年
）、
内
田
一
郎
「
刑
事
裁
判
の
近
代
化
：
明
治
初
期
か
ら
旧

刑
訴
ま
で
」
比
較
法
学
三
巻
二
号
（
一
九
六
七
年
）、
山
中
俊
夫
「
明
治
初
期
拷
問
制
度
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
同
志
社
法
学
一
九
巻
四
号
（
一
九
六
八

年
）。
な
お
、
一
般
的
な
刑
事
手
続
法
研
究
に
も
そ
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
下
〔
新
版
補
正
第
二
版
〕』

（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
第
七
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
二
九
七
頁

以
下
［
安
廣
文
夫
・
渡
辺
修
］
等
。
近
時
の
論
考
に
、
高
田
久
実
「
拷
問
制
度
と
旧
刑
法
典
の
編
纂
」
司
法
法
制
部
季
報
一
四
二
号
（
二
〇
一
六
年
）。

（
4
）
前
註
（
1
）
三
七
五
頁
以
下
。

（
5
）
明
治
九
年
司
法
省
第
六
四
号
達
。
前
註
（
2
）
内
閣
・
一
二
六
頁
以
下
。

（
6
）
前
註
（
3
）
手
塚
・
一
五
頁
以
下
。

（
7
）
前
註
（
1
）
三
七
七
頁
以
下
。

（
8
）
明
治
十
二
年
太
政
官
第
四
二
号
布
告
。
前
註
（
1
）
三
七
七
頁
以
下
。

（
9
）
出
典
に
つ
い
て
は
後
述
の
凡
例
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）
新
律
綱
領
で
は
十
両
以
上
の
持
兇
器
強
盗
は
斬
、
改
定
律
例
で
は
重
罰
化
し
て
財
を
得
る
者
は
皆
斬
と
さ
れ
た
。
な
お
、
単
純
窃
盗
の
法
定
刑
は

被
害
金
額
に
よ
り
異
な
る
が
、
最
高
刑
は
懲
役
終
身
で
あ
る
。

（
11
）
明
治
元
年
よ
り
同
九
年
ま
で
存
在
し
た
国
で
、
現
在
の
福
島
県
中
部
お
よ
び
西
部
に
あ
た
る
地
域
で
あ
る
。

（
12
）
本
件
で
は
様
々
な
貨
幣
が
盗
ま
れ
て
い
る
が
、
事
件
発
生
か
ら
三
ヶ
月
後
の
明
治
四
年
五
月
に
新
貨
条
例
が
制
定
さ
れ
、
正
式
に
「
円
」
が
貨
幣

単
位
と
さ
れ
た
。

（
13
）
尾
佐
竹
猛
「
明
治
文
化
史
と
し
て
の
日
本
陪
審
史
」『
尾
佐
竹
猛
著
者
集
第
二
巻
〈
法
制
史
2
〉』
所
収
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
五
〇
頁

以
下
。

凡
例

一
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
録
・
明
治
六
年
』「
第
百
七
十
六
巻
・
明
治
六
年
九
月
・
司
法
省
伺
（
二
）」
所
収
「
罪
人

糾
問
之
上
白
状
不
致
共
明
証
ニ
拠
リ
処
刑
致
シ
度
伺
」
お
よ
び
同
『
公
文
録
・
明
治
七
年
』「
第
二
百
二
十
巻
・
明
治
七
年
十
月
・
司
法
省
伺
（
一
）」
所

収
「
犯
罪
者
菅
井
清
七
白
状
不
致
ト
雖
モ
衆
証
ニ
拠
リ
処
分
伺
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、『
太
政
類
典
』
お
よ
び
『
刑
法
決
裁
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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罪
人
糾
問
の
上
白
状
不
致
共
明
証
に
拠
り
処
刑
致
し
度
伺

犯
罪
者
糺
問
の
儀
に
付
伺

今
般
宮
城
県
よ
り
岩
代
国
伊
達
郡
梁
川
出
生
無
宿
伝
三
郎
其
外
の
者

共
、
同
国
同
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉
宅
に
押
入
候
一
件
、
百
方
及

糺
問
候
得
共
不
致
白
状
に
付
、
別
紙
書
類
を
以
て
処
分
の
儀
伺
出
候

処
、
右
等
衆
証
明
白
な
る
に
於
て
犯
人
白
状
不
致
候
共
其
証
に
拠
り

処
分
致
し
可
然
と
存
候
。
尤
も
西
洋
各
国
に
於
て
は
拷
訊
を
用
候
儀

無
之
候
間
、
犯
人
の
白
状
主
と
せ
ず
、
其
犯
罪
の
証
を
検
事
よ
り
相

立
候
に
拠
り
処
分
致
候
儀
に
有
之
候
。
然
る
処
未
だ
我
国
に
は
其
規

則
不
相
立
候
に
付
、
別
紙
の
通
規
則
相
立
申
度
、
仍
て
規
則
案
并
に

宮
城
県
よ
り
伺
候
書
類
相
添
、
此
段
相
伺
候
也

明
治
六
年
七
月
二
十
九
日

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟

太
政
大
臣
三
条
実
美
殿

〔
伺
の
趣
、
証
跡
の
み
を
以
犯
罪
者
処
断
規
則
相
立
候
儀
は
不
被
及

御
沙
汰
候
条
、証
跡
明
白
に
し
て
猶
口
供
不
致
者
有
之
節
は
、其
時
々

処
置
可
伺
出
。
無
宿
伝
三
郎
儀
は
厳
重
推
糺
の
末
に
付
、
其
証
跡
に

拠
り
可
致
処
刑
事

明
治
六
年
九
月
二
十
八
日
〕

凡
犯
罪
者
を
糺
問
し
て
其
事
を
口
供
せ
ず
不
得
已
場
合
に
於
て
は
、

左
に
掲
載
す
る
所
の
犯
罪
を
証
す
可
き
事
件
あ
り
て
、
検
事
確
実
の

旨
を
申
述
る
時
は
、
判
事
其
証
に
拠
り
之
を
処
断
す
る
を
得
可
し

但
各
県
検
事
在
ら
ざ
る
所
は
、
警
察
掛
の
者
犯
罪
の
地
の
戸
長
副

戸
長
二
人
以
上
其
証
の
確
実
な
る
旨
を
申
立
る
時
は
、
之
を
処

断
す
可
し

一
犯
罪
者
あ
る
時
其
場
に
居
合
候
者
又
は
見
認
め
た
る
者
よ
り
申

立
、
其
証
明
白
な
る
事

一
同
類
の
者
あ
り
て
既
に
犯
状
を
口
供
す
る
事

一
犯
罪
に
用
い
た
る
器
物
を
所
持
す
る
儘
召
捕
又
は
其
場
に
捨
置
き

た
る
事

公
文
録
を
底
本
と
し
、『
太
政
類
典
』
お
よ
び
『
刑
法
決
裁
録
』
に
て
難
読
文
字
を
補
っ
た
。
い
ず
れ
の
資
料
も
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
公
開
さ
れ
た
画
像
を
用
い
た
。

一
、
字
体
に
つ
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
大
字
は
す
べ
て
漢
数
字
に
統
一
し
た
。

一
、
仮
名
は
平
仮
名
に
統
一
し
、
濁
点
を
付
し
、
現
代
か
な
づ
か
い
に
改
め
た
。

一
、
執
筆
者
の
責
任
に
お
い
て
、
本
文
に
句
読
点
を
付
し
た
。
欄
外
の
記
載
や
印
章
等
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
適
宜
空
白
行
を
削
除
し
た
。

一
、
本
文
中
〔

〕
で
括
ら
れ
た
部
分
は
朱
書
を
示
す
。
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岩
代
国
伊
達
郡

梁
川
出
生
無
宿伝

三
郎

四
十
八
年
二
月

右
の
者
会
津
出
生
玉
五
郎
、
陸
前
国
宮
城
郡
仙
台
染
師
町
商
市
川
源

兵
衛
借
舎
亀
松
長
孫
太
蔵
、
国
分
小
泉
村
農
助
太
郎
次
男
松
吉
倶
々

去
る
明
治
四
年
二
月
六
日
夜
岩
代
国
伊
達
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉

宅
に
押
入
り
、
家
内
の
者
を
縛
し
候
上
、
刀
を
抜
き
威
し
、
新
古
金

銀
楮
幣
合
金
五
十
円
衣
類
其
外
三
十
六
品
奪
取
、
当
管
下
へ
立
越
候

趣
の
聞
有
之
、
元
仙
台
藩
に
於
て
夫
々
捜
索
、
三
月
朔
日
右
四
名
の

内
伝
三
郎
太
蔵
松
吉
三
名
を
捕
縛
し
、
玉
五
郎
は
脱
走
行
方
未
だ
不

相
知
候
処
、
右
一
件
元
仙
台
藩
に
於
て
追
々
遂
糺
弾
候
得
共
、
前
書

の
始
末
白
状
不
致
。
伝
三
郎
儀
は
、
四
名
に
て
自
用
有
之
、
伊
達
郡

へ
罷
越
候
途
中
五
十
沢
村
に
於
て
夜
に
入
り
、
短
金
の
身
宿
料
に
差

逼
り
殆
ん
ど
飢
餓
に
立
至
候
場
合
不
得
止
候
間
、
何
方
へ
か
忍
入
食

物
可
盗
取
旨
玉
五
郎
発
意
に
同
じ
、
右
重
吉
宅
庭
口
押
明
玉
五
郎
先

立
其
身
次
に
太
蔵
三
人
に
て
忍
入
、
松
吉
は
戸
外
に
待
居
候
。
内
玉

五
郎
太
蔵
は
奥
坐
敷
へ
廻
り
、其
身
は
台
所
へ
廻
り
食
物
探
索
の
際
、

鍋
に
躓
き
物
音
致
候
よ
り
、
家
内
目
覚
し
被
噪
候
に
打
驚
き
逃
去
候

処
、
其
節
玉
五
郎
太
蔵
も
同
様
逃
出
な
が
ら
衣
類
其
外
風
呂
敷
包
の

儘
盗
出
し
、
追
々
途
中
に
於
て
配
分
相
受
候
旨
申
立
。
太
蔵
儀
は
、

玉
五
郎
発
意
の
節
、
一
旦
相
扣
候
様
申
断
候
得
共
不
聞
入
候
に
付
、

玉
五
郎
伝
三
郎
松
吉
忍
入
候
後
不
得
止
戸
外
迄
罷
越
待
居
候
処
、
無

間
も
衣
類
風
呂
敷
包
に
致
し
被
相
渡
候
間
其
儘
受
取
候
処
、
同
人
共

も
諸
品
盗
出
倶
々
逃
去
候
途
中
に
於
て
右
衣
類
其
外
配
分
相
受
候
旨

申
立
。
松
吉
儀
は
、
伝
三
郎
よ
り
手
強
の
盗
可
致
旨
被
申
勤
候
に
同

意
致
し
、
其
身
は
立
番
致
居
候
処
、
追
々
坐
中
へ
相
入
葛
籠
有
之
を

取
出
し
、
金
子
と
心
得
開
き
見
候
得
ば
餅
を
入
置
候
に
付
、
倶
々
食

事
に
致
し
逃
去
候
義
に
て
、
伝
三
郎
等
盗
取
候
諸
品
配
分
相
受
候
得

共
押
入
候
節
抜
刀
又
は
家
内
の
者
を
縛
し
候
義
は
曽
て
無
之
旨
堅
く

申
立
候
に
付
、
事
主
呼
出
し
再
応
事
実
取
糺
候
処
、
全
く
持
兇
器
強

盗
に
有
之
趣
申
立
。
賊
申
口
と
雲
泥
相
違
致
候
に
付
、
引
合
吟
味
及

候
得
共
、
何
分
符
合
不
致
趣
、
乍
去
事
主
よ
り
既
に
福
島
県
へ
も
右

賊
難
の
始
末
届
出
置
、
同
県
よ
り
掛
合
の
次
第
も
有
之
義
に
て
、
全

く
強
盗
に
無
紛
相
見
候
に
付
、
拷
問
三
ヶ
度
に
及
候
得
共
、
賊
の
申

口
堅
確
に
し
て
相
動
不
申
、
夫
是
疑
獄
に
付
其
地
の
景
況
篤
と
探
索

為
及
候
得
ば
、
重
吉
申
立
の
通
風
唱
有
之
畢
竟
宿
奸
老
賊
に
相
見
え

扨
又
白
状
無
之
者
処
決
可
致
様
無
之
。
自
然
滞
獄
相
成
居
候
間
、
元

仙
台
藩
よ
り
引
送
の
節
演
舌
有
之
に
付
当
県
引
受
以
来
再
応
遂
推
問

候
得
共
、
元
仙
台
藩
に
於
て
申
立
候
通
り
に
有
之
。
其
内
松
吉
義
は

昨
明
治
五
年
十
月
六
日
夜
破
牢
脱
走
し
行
方
未
だ
不
相
知
。
其
後
も

伝
三
郎
太
蔵
及
糺
問
候
得
共
、
何
分
白
状
無
之
。
一
言
の
下
に
し
て

生
死
の
分
定
ま
る
義
に
付
、
益
慎
重
を
加
え
、
尚
又
事
主
呼
出
し
委

詳
聞
糺
候
処
、
別
紙
始
末
書
の
通
申
立
。
尤
面
容
心
得
居
候
趣
に
付

賊
共
へ
為
突
合
候
処
、
家
内
の
者
を
縛
し
候
は
此
者
に
有
之
趣
に
て

伝
三
郎
を
指
し
候
儀
に
有
之
。
仍
は
明
証
判
然
に
付
厳
敷
拷
問
に
及



明治初期の自白によらない断罪

88-155

候
処
、
無
言
に
し
て
死
に
至
候
体
を
成
し
幾
応
厳
酷
拷
訊
す
と
も
一

語
を
発
せ
ず
、
到
底
強
窃
の
際
生
死
の
別
を
弁
え
居
死
に
至
る
も
白

状
不
及
決
心
と
相
見
え
、
太
蔵
も
同
様
に
て
聊
白
状
の
景
況
無
之
。

依
て
追
々
手
段
を
替
え
丁
寧
反
覆
及
糺
問
候
処
、
年
月
過
去
候
儀
故

今
更
忘
却
致
し
判
然
難
申
立
候
得
共
必
以
人
を
縛
し
抜
刀
等
の
覚
無

之
全
く
窃
に
忍
入
坐
中
に
有
之
衣
類
其
外
取
集
め
早
々
逃
去
候
抔
申

出
、
糺
弾
毎
度
何
分
曖
昧
に
申
紛
し
居
候
義
に
有
之
。
然
る
内
過
る

三
月
一
日
夜
太
蔵
義
破
牢
脱
走
に
及
候
に
付
、
厳
敷
遂
捜
索
候
得
共

行
方
未
だ
不
相
知
前
文
の
次
第
に
付
万
一
事
主
前
言
を
主
張
し
居
候

も
難
測
候
に
付
、
福
島
県
へ
及
掛
合
候
上
家
属
并
組
合
等
に
至
迄
取

糺
候
処
、
是
又
始
末
書
に
相
見
候
通
に
て
重
吉
申
口
へ
符
合
致
居
候

儀
に
有
之
。
畢
竟
宿
奸
老
賊
に
て
此
上
糺
弾
白
状
為
及
候
手
段
無
御

坐
候
。
仍
罪
案
書
式
に
照
準
可
取
調
様
無
之
候
間
、
右
様
の
者
は
御

省
へ
差
出
候
様
可
仕
哉
又
は
事
主
等
の
明
証
有
之
方
を
以
服
罪
無
之

と
も
其
儘
御
処
分
相
成
候
義
に
可
有
御
坐
哉
別
紙
始
末
書
等
差
添
奉

伺
候
以
上

明
治
六
年
六
月
二
日

宮
城
県
七
等
出
仕
宍
戸
昌

宮
城
県
権
参
事
遠
藤
温

宮
城
県
参
事
宮
城
時
亮

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
殿

岩
代
国
伊
達
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉
宅
へ
去
る
未
二
月
六
日
夜
強

盗
押
入
諸
品
被
盗
取
候
始
末
書
写

乍
恐
以
始
末
書
奉
申
上
候

岩
代
国
伊
達
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉
宅
へ
去
る
未
の
二
月
六
日
夜

強
盗
押
入
諸
品
被
盗
取
候
始
末
御
尋
御
座
候

此
段
右
重
吉
奉
申
上
候
。
同
日
夜
十
一
時
頃
私
居
家
の
内
南
戸
口

よ
り
賊
三
人
押
入
、
私
臥
居
候
居
間
を
歩
み
候
音
に
目
覚
候
処
、

賊
一
人
三
国
一
の
印
有
之
提
灯
を
持
、
一
人
の
賊
私
を
取
押
声

立
候
わ
ば
是
成
と
申
聞
抜
刀
を
私
首
の
辺
へ
押
当
、
終
に
私
を

捕
縛
し
、
残
賊
は
勝
手
の
方
へ
相
越
家
内
の
者
四
人
捕
縛
仕
。

夫
よ
り
私
に
申
聞
候
は
金
子
の
有
所
を
為
知
え
と
厳
重
に
申
聞

候
に
付
、
柔
弱
の
私
甚
恐
怖
仕
納
戸
へ
案
内
仕
土
蔵
の
鍵
を
預

け
、
夫
よ
り
土
蔵
へ
案
内
仕
、
押
開
二
階
へ
上
り
、
箪
笥
を
明

金
子
并
諸
品
を
取
出
し
、
其
外
同
所
へ
指
置
候
諸
品
取
纏
め
、

又
々
居
家
へ
立
戻
り
、
床
の
隅
へ
指
置
候
掛
硯
箱
の
引
出
へ
入

置
候
金
子
を
取
、
夫
よ
り
其
辺
の
諸
品
取
纏
め
候
内
、
残
賊
は

私
家
内
の
者
を
捕
縛
仕
置
候
を
巡
見
致
し
居
申
候
。
将
賊
三
人

押
入
候
様
見
受
候
処
、
追
々
外
回
り
に
一
人
巡
回
致
居
候
様
相

心
得
申
候
。
尤
最
初
押
入
候
節
、
私
居
間
指
置
候
鉄
炮
一
挺
奪

取
外
回
り
に
居
候
者
へ
相
渡
候
哉
に
相
見
え
申
候
。
且
又
私
土

蔵
へ
案
内
仕
居
候
内
、
残
二
人
の
賊
共
酒
喰
可
有
之
指
出
候
様

申
聞
候
に
付
、
是
又
兎
に
角
案
内
仕
ら
せ
酒
喰
仕
候
上
、
諸
品

荷
箇
仕
、
其
外
脊
戸
口
の
桶
へ
入
置
候
餅
を
葛
籠
に
入
替
持
除

申
候
。
其
節
一
人
の
賊
申
聞
候
は
、
我
等
は
是
よ
り
福
島
へ
趣
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候
処
、
短
金
に
付
借
受
申
候
間
意
恨
に
不
可
存
。
尤
我
等
共
追
々

開
運
に
至
候
わ
ば
返
済
可
及
。
且
又
我
等
共
立
去
候
共
、
取
噪

ぎ
候
わ
ば
家
作
へ
火
を
放
可
申
、
依
て
遠
行
候
迄
は
屹
度
静
居

可
申
旨
申
聞
、
東
の
戸
口
よ
り
逃
去
申
候
。
依
て
私
弟
和
吉
儀

捕
縛
被
仕
候
得
共
、
終
に
押
抜
私
始
家
内
の
縄
を
解
呉
候
に
付
、

隣
家
并
近
隣
へ
為
知
候
処
、
直
に
近
隣
の
者
共
参
り
呉
吟
味
仕

翌
朝
四
方
へ
探
索
人
差
出
候
得
共
、
差
て
相
知
不
申
候
間
、
同

日
福
島
県
へ
御
届
奉
申
上
候
。
其
節
被
盗
取
候
諸
品
調
別
紙
に

奉
申
上
候
。
尤
右
事
件
に
付
同
年
四
月
中
元
仙
台
御
藩
庁
へ
被

召
呼
賊
へ
御
引
合
御
詮
議
被
成
候
節
、
賊
等
申
上
候
は
、
強
盗

に
は
無
御
座
唯
夜
盗
の
趣
申
張
候
。
今
般
於
御
当
県
に
賊
伝
三

郎
等
に
御
引
合
御
詮
議
被
成
候
処
、
右
伝
三
郎
等
申
上
振
前
条

の
通
り
忍
入
盗
取
候
の
み
申
上
候
得
共
、
全
私
を
捕
縛
及
打
擲

仕
候
は
右
伝
三
郎
に
相
違
無
御
座
候

右
の
通
相
違
不
申
上
候
以
上

岩
代
国
伊
達
郡

五
十
沢
村
農

明
治
六
年
三
月
二
十
八
日

事
主

曳
地
重
吉

附
添
人

同
郡
同
村

曳
地
春
治

宮
城
県

聴
訟
課

御
役
所

始
末
書
写

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

第
二
大
区
小
三
区

五
十
沢
村
引マ
マ

地
重
吉
妻さ

く

右
さ
く
奉
申
上
候
儀
は
、
去
々
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗
三
人
押
入
候

に
付
、
夫
重
吉
目
覚
し
声
立
候
所
賊
に
被
捕
押
、
声
立
候
わ
ば
是
成

と
申
聞
抜
刀
首
の
辺
へ
押
当
遂
に
被
捕
縛
。
次
に
私
を
捕
押
縛
り
候

所
、
小
児
声
立
泣
き
候
に
付
許
呉
候
様
取
放
、
夫
よ
り
夫
重
吉
に
金

子
有
所
可
為
知
と
厳
重
に
申
聞
候
に
付
、
夫
重
吉
恐
怖
仕
無
拠
鍵
の

有
所
を
為
知
候
処
、
賊
直
に
取
出
し
、
是
よ
り
土
蔵
へ
案
内
為
致
と

申
候
に
付
、
無
余
儀
案
内
仕
候
後
残
一
人
の
賊
申
様
は
酒
喰
有
之
候

え
ば
差
出
せ
抔
と
申
聞
候
に
付
、
無
拠
差
出
候
。
賊
酒
喰
仕
候
。
居

家
の
諸
品
取
纏
逃
去
候
に
付
、
弟
和
吉
隣
家
へ
為
相
知
候
に
付
、
近

辺
よ
り
馳
付
せ
ん
さ
く
致
呉
候
得
共
、
更
に
相
知
れ
不
申
候
。
右
の

段
申
上
候
通
り
相
違
無
御
座
候

右
重
吉
弟和

吉

右
和
吉
奉
申
上
候
儀
は
、
去
々
未
の
二
月
六
日
夜
強
賊
被
押
入
候
始
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末
、
私
共
家
の
勝
手
の
方
へ
臥
居
候
処
へ
賊
参
り
、
私
足
を
被
踏
候

に
付
目
を
覚
し
候
処
、
声
立
候
え
ば
是
成
と
抜
刀
首
辺
へ
当
、
終
に

私
を
取
縛
り
賊
一
人
附
居
可
逃
様
無
之
其
儘
縛
被
置
、
諸
品
取
集
め

強
盗
共
逃
去
候
に
付
直
様
隣
家
へ
為
相
知
申
候
所
、
直
に
馳
付
参
り

呉
申
候
。
右
奉
申
上
候
通
相
違
無
御
座
候

右
重
吉
妹ま

さ

右
ま
さ
奉
申
上
候
儀
は
、
去
々
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗
三
人
押
入
候

始
末
、
私
家
の
勝
手
の
炉
辺
へ
臥
居
候
処
、
兄
和
吉
儀
被
捕
縛
候
音

に
目
覚
し
声
立
ん
と
致
候
。
一
人
賊
私
捕
縛
取
噪
候
え
ば
是
成
と
脊

中
へ
抜
刀
押
当
、
終
に
被
捕
縛
候
に
付
、
何
共
仕
様
無
御
坐
其
儘
居

申
候
。
賊
諸
品
取
纏
直
に
逃
去
候
に
付
、
兄
和
吉
隣
家
へ
為
相
知
候

に
付
、
近
辺
よ
り
か
け
付
穿
鑿
致
呉
候
へ
共
、
更
に
相
知
不
申
候
。

右
奉
申
上
候
通
相
違
無
御
坐
候

隣
家
親
類

引
地
庄
之
丞

同

引
地
権
蔵

組
合

曳
地
鶴
松

右
庄
之
丞
外
二
人
奉
申
上
候
儀
は
、
去
々
未
の
二
月
六
日
夜
重
吉
弟

和
吉
私
の
宅
へ
強
盗
押
入
候
と
被
為
知
候
に
付
、直
に
馳
付
仕
候
処
、

全
く
強
盗
に
相
違
無
御
坐
候
に
付
、
追
々
取
噪
仕
候
所
、
近
家
の
者

共
参
り
呉
候
に
付
、
評
議
仕
四
方
へ
探
索
に
差
出
し
候
得
共
、
更
に

相
知
れ
不
申
候
。
翌
日
其
段
御
届
奉
申
上
候
通
り
相
違
無
御
坐
候
以

上

右
重
吉
妻

明
治
六
年
四
月
十
四
日

さ
く

同
弟

和
吉

同
妹

ま
さ

隣
家
親
類

引
地
庄
之
丞

同
断

引
地
権
藏

組
合

曳
地
鶴
松

副
戸
長
代
伍
長

引
地
丈
助

福
島
県
令
安
場
保
和
殿

福
島
県
参
事
山
吉
盛
典
殿

岩
代
国
伊
達
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉
宅
へ
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗

押
入
被
盗
取
候
品
書
上
写
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去
る
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗
伝
三
郎
等
に
被
盗
取
候
色
品
調
書
上

一
金
十
五
両

桜
銀

一
同
上

二
分
判

一
金
九
両

中
二
分
判

一
金
三
分

文
字
金

一
金
二
分

南
鐐

一
金
五
両
二
分

二
分
札
三
両
二
分

両
札
二
両

一
金
一
両

一
分
銀

一
金
一
分

銀
一
朱
判

一
木
綿
藍
微
塵
反
物

一
反

一
同
茶
万
筋
反
物

一
反

一
同
浅
黄
鼠
黒
格
子
縞
反
物

一
反

一
同
紺
紫
茶
竪
縞
男
袷

二
枚

一
同
茶
万
筋
羽
織

一
枚

一
同
紺
紫
立
縞
羽
織

一
枚

一
糸
織
浅
黄
男
帯

二
本

右
十
五
口
、
土
蔵
の
二
階
へ
指
置
候
箪
笥
の
中
へ
入
置
候
分

一
木
綿
浅
黄
紺
立
縞
反
物

一
反

一
唐
木
綿
紺
反
物

一
反

右
二
口
、
風
呂
敷
へ
包
、
同
二
階
長
持
の
上
へ
差
置
候
分

一
木
綿
紺
棒
縞
風
合
羽

一
枚

一
同
紺
白
か
す
り
風
合
羽

一
枚

右
二
口
、
同
二
階
葛
籠
の
中
へ
入
、
棚
の
上
ヘ
置
候
分

一
上
田
縞
女
著
物

一
枚

一
角
の
懐
中
鏡

一
面

一
木
綿
大
縞
女
綿
入

一
枚

一
同
紺
浅
黄
み
そ
格
子
女
半
天

一
枚

右
四
口
、
同
二
階
の
葛
籠
中
へ
入
置
候
数
多
有
之
中
よ
り
被
抜

取
候
分

一
木
綿
紺
茶
瀧
縞
風
合
羽

一
枚

右
は
同
二
階
葛
籠
の
脇
へ
結
付
置
候
儘
指
置
候
分

一
脇
指
一
尺
八
寸
名丹
波
守
尚
道

一
腰

一
同
一
尺
七
寸

無
名

一
腰

一
同
一
尺
六
寸

無
名

一
腰

一
刀
二
尺
二
寸

無
名

一
腰

右
四
口
、
同
二
階
箪
笥
の
脇
へ
立
置
候
分

一
金
三
両

中
二
分
判

右
は
座
敷
床
へ
指
置
候
懸
硯
箱
引
出
へ
入
置
候
分

一
脇
差
一
尺
三
寸

名
兼
辰

一
腰

右
は
坐
敷
床
へ
置
候
机
の
下
へ
置
候

一
猟
師
鉄
炮

一
挺

右
は
中
間
の
柱
の
根
へ
立
置
候

一
同

一
挺

右
は
北
戸
口
の
脇
へ
立
置
候

一
猟
師
鉄
炮

一
挺

右
は
脇
手
の
庭
の
隅
に
立
置
候
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一
木
綿
紺
白
縞
男
浴
衣

一
枚

一
同
紺
紫
立
縞
男
袷

一
枚

一
同
無
地
浅
黄
四
幅
風
呂
敷

一
枚

右
三
口
、
納
戸
へ
指
置
候
膳
箱
の
中
へ
入
置
候
分

一
真
綿

六
十
目

右
は
同
膳
箱
の
上
へ
置
候

一
木
綿
茶
万
筋
女
線
入

二
枚

一
同
縞
男
袷

一
枚

一
六
八
蚊
帳

一
枚

右
三
口
、
同
膳
箱
の
上
へ
渋
紙
へ
包
み
置
候
分

一
木
綿
浅
黄
縞
風
呂
敷

一
枚

右
は
坐
敷
に
置
候

総
計
四
十
一
口

内
金
九
口
合
五
十
両
也

外
に

一
木
綿
縞
帯

一
筋

右
は
臥
居
候
枕
元
へ
指
置
候
処
、
右
に
て
私
を
捕
縛
し
、
其
儘

指
置
候
所
、
被
盗
取
候
調
へ
最
初
奉
申
上
候
間
此
段
如
斯
に

奉
申
上
候

右
の
通
御
座
候
已
上

岩
代
国
伊
達
郡

五
十
沢
村
農

明
治
六
年
二
月

曳
地
重
吉

附
添
同
郡
同
村

曳
地
春
治

宮
城
県

聴
訟
課

御
役
所

岩
代
国
伊
達
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉
宅
へ
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗

押
入
被
盗
取
候
品
の
内
代
積
書
上
写

去
る
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗
伝
三
郎
等
に
被
盗
取
候
諸
品
の
内

代
積
書
上

一
脇
指
一
尺
八
寸
名丹
波
守
吉マ

マ

道

一
腰

此
金
二
円
五
十
銭

一
木
綿
藍
微
塵
反
物

一
反

此
金
六
十
二
銭
五
厘

一
同
茶
万
筋
反
物

一
反

此
金
六
十
二
銭
五
厘

一
木
綿
浅
黄
鼠
色
格
子
縞
反
物

一
反

此
金
七
十
五
銭

一
同
紺
紫
立
縞
男
袷

二
枚

此
金
一
円
五
十
銭
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一
同
茶
万
筋
羽
織

一
枚

此
金
三
十
七
銭
五
厘

一
同
紺
紫
竪
縞
羽
織

一
枚

此
金
六
十
二
銭
五
厘

一
糸
織
浅
黄
男
帯

二
筋

此
金
五
十
銭

一
木
綿
大
縞
女
綿
入

一
枚

此
金
八
十
二
銭
五
厘

一
同
紺
浅
黄
味
噌
格
子
縞
女
半
天

一
枚

此
金
五
十
銭

一
同
紺
白
縞
男
浴
衣

一
枚

此
金
二
十
五
銭

一
同
紺
紫
竪
縞
男
袷

一
枚

此
金
五
十
六
銭
二
厘
五
毛

一
真
綿

六
十
目

此
金
三
十
七
銭
二
厘
五
毛

一
木
綿
茶
万
筋
女
線
入

一
枚

此
金
六
十
二
銭
五
厘

一
木
綿
縞
男
袷

一
枚

此
金
四
十
三
銭
七
厘
五
毛

一
同
浅
黄
四
幅
風
呂
敷

一
枚

此
金
十
二
銭
五
厘

一
同
浅
黄
縞
風
呂
敷

一
枚

此
金
六
銭
二
厘
五
毛

一
猟
師
鉄
炮

三
挺

此
金
三
円
五
十
銭

一
六
八
蚊
帳

一
張

此
金
五
十
六
銭
二
厘
五
毛

右
は
被
盗
品
売
先
不
相
知
候
に
付
、
代
積
り
申
上
候
様
被

仰
渡
候

に
付
、
書
面
の
通
相
違
無
御
座
候
已
上

岩
代
国
伊
達
郡

五
十
沢
村
農

明
治
六
年
二
月

事
主

曳
地
重
吉

附
添
同
郡
同
村

曳
地
春
治

宮
城
県

聴
訟
課

御
役
所

品
納
記
写

一
木
綿
古
帯

一
筋

右
は
賊
私
家
内
の
者
共
を
捕
縛
仕
候
節
、
四
五
本
に
切
断
仕
候

処
、
終
に
紛
失
罷
成
相
見
え
不
申
候
事

一
脇
差

一
腰
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右
の
通
去
る
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗
伝
三
郎
等
捨
置
候
品
に
付

相
納
申
候
以
上

岩
代
国
伊
達
郡

五
十
沢
村
農

明
治
六
年
二
月

事
主

曳
地
重
吉

附
添
同
郡
同
村

曳
地
春
治

宮
城
県

聴
訟
課

御
役
所

岩
代
国
伊
達
郡
五
十
沢
村
農
曳
地
重
吉
宅
へ
未
の
二
月
六
日
夜
強
盗

押
入
被
盗
取
候
品
の
内
先
年
被
返
下
候
品
書
上
写

去
る
未
の
二
月
六
日
強
盗
伝
三
郎
等
に
被
盗
取
候
品
の
内
同
年

四
月
中
当
於
御
藩
庁
被
返
下
候
色
品
書
上

一
脇
指
一
尺
三
寸

名
兼
辰

一
腰

一
脇
指
一
尺
七
寸

無
名

一
腰

一
脇
指
一
尺
六
寸

無
名

一
腰

一
刀
二
尺
二
寸

無
名

一
腰

一
木
綿
紺
棒
縞
風
合
羽

一
枚

一
同
紺
白
絞マ

マ

風
合
羽

一
枚

一
上
田
縞
女
著
物
解
皮

一
枚

但
袷
に
御
座
候
処
表
斗
被
返
下
候
事

一
木
綿
茶
万
筋
女
綿
入

一
枚

一
角
の
懐
中
鏡

一
面

一
中
二
歩
金

三
両
二
歩

一
一
朱
銀

二
朱

一
文
字
金

二
歩

一
桜
額
判

一
両

一
南
鐐

一
歩

一
木
綿
紺
瀧
縞
風
合
羽

一
枚

合
十
五
口

外
に

一
絹
藍
縞
紋
付
反
物

一
反

一
木
綿
鼠
小
紋
反
物

一
反

一
糸
織
茶
藍
縞
羽
織

一
枚

一
唐
木
綿
風
呂
敷

一
枚

右
四
口
、
御
届
の
節
調
落
に
相
成
追
々
当
御
藩
庁
に
於
て
拝
見
被
仰

付
候
処
、
私
所
持
の
品
に
相
違
無
御
座
段
申
上
被
返
下
候
事

二
口
合
十
九
品

内
金
五
両
一
歩
二
朱

右
の
通
御
座
候
以
上

岩
代
国
伊
達
郡

五
十
沢
村
農
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明
治
六
年
二
月

曳
地
重
吉

附
添
同
郡
同
村

曳
地
春
治

宮
城
県

聴
訟
課

御
役
所

明
治
六
年
八
月
四
日

太
政
大
臣

法
制
課
長

参
議

別
紙
司
法
省
上
申
、
罪
犯
を
鞫
問
す
る
に
白
状
せ
ざ
る
時
は
証
跡
に

拠
り
処
分
致
し
度
の
趣
審
案
候
処
、
凡
欧
州
に
於
て
は
始
め
罪
犯
を

告
る
者
あ
れ
ば
検
事
之
を
丁
寧
反
覆
し
、
確
証
を
得
た
る
上
裁
判
官

に
対
し
て
処
刑
を
請
求
し
、
下
吟
味
掛
り
裁
判
役
之
を
推
問
し
て
其

犯
状
に
依
り
軽
罪
裁
判
所
及
重
罪
裁
所
処
分
付
し
、
猶
重
罪
に
該
る

者
は
陪
審
十
二
員
を
撰
み
公
議
審
判
し
て
処
刑
し
、
犯
者
は
又
控
訴

す
る
の
権
を
得
。
是
が
為
め
冤
抂
の
患
生
ず
可
き
の
理
な
し
。
因
て

必
し
も
口
供
に
拠
ら
ざ
る
の
所
以
に
有
之
。
然
に
今
我
国
に
於
て

は
、
稍
聴
訟
に
控
訴
の
格
を
被
開
候
と
雖
、
未
だ
断
獄
に
及
ば
ず
。

又
重
罪
裁
判
所
及
陪
審
の
設
も
な
く
、
加
る
に
検
事
未
だ
各
地
に
在

ら
ず
。
自
然
誣
告
冤
抂
の
弊
な
き
能
は
ず
。
然
り
と
雖
、
又
拷
訊
を

用
い
抑
圧
せ
し
む
る
は
開
明
の
邦
に
あ
る
可
か
ら
ざ
る
儀
に
付
、
追

て
治
罪
法
御
定
に
相
成
候
迄
は
、
先
以
左
の
通
御
仮
定
有
之
度
、
就

て
は
猶
司
法
省
へ
御
下
問
の
上
一
般
布
告
相
成
可
然
存
候
。
因
て
公

布
並
御
下
問
案
取
調
供
高
覧
候
也

公
布
案

別
紙
の
通
罪
犯
鞫
問
の
儀
被
定
候
条
此
旨
布
告
候
事

明
治
六
年
八
月

太
政
大
臣
三
条
実
美

凡
裁
判
官
罪
犯
を
糺
問
す
る
に
確
証
有
っ
て
其
事
を
容
隠
し
口
供
せ

ず
不
得
止
時
は
、
左
に
掲
載
す
る
ケ
条
の
内
二
箇
以
上
の
証
拠
あ
り

て
検
事
為
に
確
実
な
る
旨
を
述
る
時
は
、
其
裁
判
所
長
の
決
を
受
け

罪
犯
の
口
供
に
拠
ら
ず
之
を
処
断
す
る
こ
と
を
得
可
し

但
各
県
に
検
事
在
ら
ざ
る
所
は
、
警
察
掛
の
者
及
犯
罪
の
地
の

戸
長
副
戸
長
二
人
以
上
其
証
の
確
実
な
る
旨
を
陳
述
す
る
時

は
、
本
条
に
循
う
可
し

一
現
行
の
罪
犯
あ
る
時
其
場
に
居
合
又
は
目
撃
し
た
る
者
よ
り
申
立

其
証
明
白
な
る
事

一
同
類
の
者
あ
り
て
既
に
犯
状
を
口
供
し
犯
跡
符
合
す
る
事

一
犯
罪
に
用
い
し
確
証
あ
る
器
物
を
所
持
す
る
儘
捕
え
ら
れ
又
は
其

器
物
犯
者
の
所
持
た
る
は
明
白
な
る
事

一
犯
者
の
所
持
し
た
る
書
類
に
犯
状
明
白
な
る
事

一
犯
者
他
人
と
往
復
し
た
る
書
類
の
確
実
に
し
て
犯
状
明
白
な
る
事

御
下
問
案
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伺
の
趣
別
紙
の
通
公
布
可
相
成
候
。
就
て
は
下
問
候
条
実
践
に
渉

り
便
害
難
易
等
意
見
早
々
可
申
出
候
事

太
政
大
臣
三
条
実
美

明
治
六
年
八
月
三
十
一
日

九
月
二
十
八
日

太
政
大
臣

参
議

法
制
課
長

別
紙
司
法
省
上
申
犯
罪
鞫
獄
不
得
已
節
は
口
供
に
拠
ら
ず
犯
証
に
拠

り
て
処
刑
す
る
の
儀
遂
再
案
候
処
、
前
議
上
陳
候
通
警
保
の
事
務
未

だ
全
国
に
遍
か
ら
ず
、
裁
判
上
の
諸
法
則
未
だ
整
備
に
至
ら
ず
候
得

ば
、
犯
証
の
み
を
以
て
処
断
候
て
は
却
て
誣
告
冤
抂
の
弊
不
少
哉
に

相
考
候
間
、
従
前
の
通
口
供
に
拠
り
処
断
候
儀
今
日
の
適
法
に
可
有

之
。
尤
も
証
跡
明
白
に
し
て
猶
伏
罪
せ
ざ
る
者
は
、
其
時
々
伺
出
臨

時
の
御
決
判
有
之
可
然
。
因
て
無
宿
伝
三
郎
一
件
左
の
通
御
指
令
相

成
可
然
存
候
也

御
指
令
案

伺
の
趣
証
跡
の
み
を
以
犯
罪
〔
者
〕
処
断
規
則
相
立
候
儀
〔
は
〕

不
被
及
御
沙
汰
〔
候
条
〕、
尤
証
跡
明
白
に
し
て
猶
口
供
不
致
者

有
之
節
は
、
其
時
々
処
置
可
伺
出
。
無
宿
伝
三
郎
の
儀
は
、
厳

重
推
糺
の
末
に
付
、
其
証
跡
に
拠
り
可
致
処
刑
事

〔
明
治
六
年
九
月
二
十
八
日
〕

―
―
―
―
―

犯
罪
者
菅
井
清
七
白
状
不
致
と
雖
も
衆
証
に
拠
り
処
分
伺

犯
罪
者
糺
問
の
儀
に
付
伺

今
般
東
京
裁
判
所
調
常
陸
国
茨
城
郡
大
橋
村
農
安
之
進
弟
安
吉
事
菅

井
清
七
其
外
の
者
共
本
郷
六
丁
目
川
田
政
次
郎
宅
へ
押
入
候
一
件
、

百
方
及
糺
問
候
得
共
不
致
白
状
に
付
、
別
紙
書
類
を
以
て
処
分
の
儀

伺
出
候
処
、
第
一
夥
伴
の
口
供
又
は
事
主
の
見
認
或
は
贓
物
の
所
持

等
衆
証
明
白
な
る
に
於
て
、
犯
人
白
状
不
致
は
寧
ろ
拷
訊
に
死
す
る

も
刑
に
死
せ
ざ
る
の
決
心
と
相
見
え
、
其
犯
状
に
至
て
は
曽
て
疑
い

を
容
る
処
な
し
。
就
て
は
右
清
七
に
限
り
衆
証
に
〔
昨
年
九
月
中
宮
城
県
無
宿
伝
三

郎
招
承
に
服
せ
ざ
る
の
伺
へ
御

指
令
に
、
伺
の
趣
証
跡
の
み
を
以
て
犯
罪
者
処
断
規
則
相
立
候
儀
は
不
被
及
御
沙
汰
候
条
、
証
跡
明
白
に
し
て
猶
口

供
不
致
者
有
之
節
は
其
時
々
処
置
可
伺
出
。
無
宿
伝
三
郎
儀
は
厳
重
推
糺
の
末
に
付
其
証
跡
に
拠
り
可
致
処
刑
事

〕
拠
て
御

処
分
相
成
度
一
件
書
類
相
添
此
段
相
伺
候
也

明
治
七
年
十
月
四
日

司
法
卿
大
木
喬
任

太
政
大
臣
三
条
実
美
殿

〔
伺
の
通

明
治
七
年
十
月
二
十
二
日
〕

大
坂
立
売
堀
出
生

無
籍小

川
友
吉

右
は
別
紙
罪
案
の
通
に
付
賊
盗
律
持
兇
器
強
盗
条
に
依
り
斬
罪
可
申
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付
哉

常
陸
国
茨
城
郡
大
橋
村

農
菅
井
清
七

右
は
前
書
小
川
友
吉
申
合
強
盗
及
び
候
趣
同
人
申
立
候
に
付
清
七
相

糺
候
処
、
友
吉
よ
り
金
五
圓
借
受
返
済
不
致
よ
り
申
掛
致
し
候
儀
に

て
強
盗
致
し
候
儀
は
無
之
旨
申
立
候
に
付
、尚
友
吉
詳
細
取
糺
候
処
、

口
供
分
明
倶
々
強
盗
致
候
に
相
違
無
之
相
見
え
候
得
共
、
清
七
彼
是

無
根
の
浮
言
を
強
陳
し
、
敢
て
白
状
不
致
、
依
之
彼
の
申
立
る
所
に

就
て
一
々
相
糺
候
処
、
別
紙
推
問
書
の
通
り
口
実
と
為
す
廉
々
皆
虚

言
に
属
し
、
賍
物
の
分
与
其
他
の
衆
証
明
白
な
る
に
依
り
尚
相
糺
候

処
、
申
披
く
べ
き
廉
は
毫
も
無
之
候
得
共
招
承
に
服
せ
ず
。
茲
を
以

て
度
々
拷
訊
に
及
ぶ
と
雖
頑
固
硬
に
し
て
、
此
上
拷
訊
に
依
て
死
す

と
も
白
状
不
致
と
決
心
罷
在
る
趣
に
相
聞
候
。
然
る
処
既
に
同
党
の

口
供
又
は
事
主
の
見
認
め
賍
の
所
持
等
推
問
書
の
通
衆
証
明
白
な
る

者
に
し
て
、
唯
犯
人
の
自
ら
申
立
ざ
る
迄
に
て
其
犯
状
に
至
て
は
又

疑
を
容
る
所
な
し
。
就
て
は
右
清
七
に
限
り
衆
証
に
依
て
御
処
分
有

之
候
様
い
た
し
度
、
然
は
則
ち
今
後
清
七
の
如
き
剛
硬
不
屈
の
徒
を

し
て
大
に
懲
戒
畏
懼
せ
し
む
る
の
一
端
と
も
相
考
候
間
、
別
紙
書
類

相
添
此
段
何
分
の
御
指
揮
奉
伺
候
也

東
京
裁
判
所
長

明
治
七
年
八
月
十
四
日

権
中
判
事
北
畠
治
房

大
木
司
法
卿
殿

常
陸
国
茨
城
郡
大
橋
村
農

菅
井
清
七

自
分
儀
兼
て
窃
盗
相
働
候
同
類
小
川
友
吉
よ
り
明
治
六
年
六
月
十
三

日
夜
本
郷
六
丁
目
川
田
正
次
郎
宅
へ
抜
刀
を
携
え
押
込
、
家
内
の
者

を
縛
し
、
真
文
小
判
二
枚
并
二
分
判
楮
幣
等
取
交
金
七
十
円
蝙
蝠
傘

一
本
衣
類
六
品
奪
取
候
旨
申
立
候
に
付
、
度
々
御
訊
問
受
候
共
一
切

不
存
。
右
友
吉
に
は
金
五
圓
借
用
致
し
返
済
不
致
に
付
申
掛
致
し
候

儀
に
有
之
旨
申
上
候
処
、
尚
追
々
御
糺
有
之
廉
左
の
通

一
本
郷
へ
押
込
候
は
六
月
十
三
日
夜
に
て
、
其
夜
は
横
浜
米
利
堅
四

番
館
小
遣
吉
五
郎
方
に
罷
在
候
段
申
上
候
に
付
、
右
御
調
有
之

候
処
、
吉
五
郎
と
云
者
右
館
に
立
入
候
儀
は
無
之
旨
其
筋
よ
り

申
立
候
事

一
六
月
五
日
頃
よ
り
横
浜
へ
罷
越
、
東
京
に
は
不
罷
在
、
十
七
日
始

て
友
吉
に
出
逢
候
旨
申
上
候
処
、
旅
店
御
取
調
に
成
、
五
日
よ

り
十
七
日
迄
の
間
同
人
倶
々
東
京
旅
店
に
止
宿
致
し
候
儀
有
之

候
事

一
六
月
十
三
日
夜
自
分
友
吉
両
人
に
て
亀
戸
村
吉
野
安
五
郎
方
へ
致

止
宿
、
翌
朝
出
立
の
節
蝙
蝠
傘
一
本
残
し
置
候
。
右
傘
は
川
田

正
次
郎
方
に
て
奪
取
候
傘
に
有
之
候
事

一
右
翌
十
四
日
神
奈
川
宿
に
て
酒
食
致
し
候
旨
友
吉
申
上
候
得
共
、
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自
分
は
不
存
旨
申
上
候
処
、
酒
店
御
取
糺
相
成
候
処
見
覚
有
之

旨
申
立
候
事

一
川
田
正
次
郎
方
に
て
奪
取
候
小
判
二
枚
、
薬
研
堀
町
高
山
勝
次
郎

方
に
て
引
替
候
は
友
吉
と
同
道
致
し
候
迄
に
て
、
自
分
よ
り
引

替
候
儀
無
之
候
事

一
盗
難
人
川
田
正
次
郎
二
女
さ
た
召
仕
友
三
郎
よ
り
自
分
友
吉
の
両

人
見
覚
有
之
趣
申
立
候
得
共
、
自
分
更
に
存
不
申
候
事

一
川
田
正
次
郎
方
に
て
奪
取
候
品
并
二
分
金
其
外
友
吉
倶
々
所
持
新

吉
原
京
町
二
丁
目
篠
崎
源
七
方
に
遊
興
罷
在
候
処
、
捕
縛
せ
ら

れ
候
事

一
不
和
な
る
友
吉
と
前
書
の
通
盗
小
判
引
替
に
同
道
し
、
且
は
遊
興

等
致
し
候
儀
は
不
和
と
の
申
立
偽
り
に
有
之
段
御
吟
味
受
申
披

は
無
之
候
得
共
、
申
掛
致
し
候
に
相
違
無
之
事

右
廉
々
を
以
て
御
糺
有
之
申
披
は
無
之
候
得
共
、
強
盗
致
し
候
覚
更

に
無
之
、
仮
令
此
上
何
様
拷
訊
受
候
共
敢
て
白
状
不
仕
候
と
決
心
罷

在
候
事

明
治
七
年
七
月
十
四
日

菅
井
清
七

権
中
検
事

犬
塚
盛
巍

東
京
裁
判
所
調

掛

少
判
事

杉
浦
知
周

権
大
解
部

香
川
景
信

捕
縛
明
治
六
年
六
月

二
十
日

大
坂
立
売
堀
出
生
無
籍

持
兇
器
強
盗

党
類
五
人

小
川
友
吉

二
十
二
年

盗
賊
金
二
百
四
円
四
十
銭
内
強
盗
一
度
金
七
十
七
円
二
十
五
銭

初
犯

窃
盗
八
度
金
百
二
十
七
円
十
五
銭
徒
賍

再
犯

一
明
治
五
年
七
月
二
十
四
日
於
神
奈
川
裁
判
所
に
窃
盗
の
科
に
依
り

笞
五
十
に
処
せ
ら
る

一
自
分
儀
幼
少
の
節
親
文
次
郎
倶
々
本
籍
逃
亡
し
、
横
浜
東
京
等
に

徘
徊
罷
在
候
中
、
明
治
六
年
二
月
二
十
七
日
常
州
茨
城
郡
大
橋

村
菅
井
清
七
、
播
州
明
石
町
桜
井
喜
助
に
出
逢
、
盗
可
致
旨
清

七
発
意
に
同
じ
、
同
夜
三
人
に
て
横
浜
羽
衣
町
龍
山
徳
之
進
方

へ
忍
入
り
、
夜
着
其
外
七
品
盗
取
、
内
一
品
は
取
捨
、
六
品
は

当
時
行
衛
不
知
古
川
兼
吉
へ
代
金
一
円
七
十
銭
に
売
払
候
事

一
同
三
月
下
旬
、
右
同
様
三
人
に
て
横
浜
北
中
通
辺
名
不
存
商
家
へ

忍
入
、
衣
類
十
二
品
盗
取
古
川
兼
吉
へ
代
金
七
円
五
十
銭
に
売

払
候
事

一
同
四
月
六
日
、
夜
右
同
様
三
人
共
飛
騨
国
大
野
郡
八
幡
町
池
田
藤

吉
倶
々
、
神
奈
川
西
ノ
町
杉
本
善
兵
衛
宅
へ
忍
入
、
豚
二
疋
盗

取
り
当
時
行
衛
不
知
武
州
久
良
岐
郡
太
田
村
沢
田
鉄
之
助
へ
代

金
五
円
に
売
払
候
事

一
同
二
十
四
日
、
右
同
様
清
七
藤
吉
三
人
に
て
横
浜
野
毛
町
笹
生
兼

松
宅
へ
忍
入
、
衣
類
其
外
十
八
品
盗
取
、
右
鉄
之
助
へ
金
十
五

円
五
十
銭
に
売
払
候
事

一
同
二
十
五
日
夜
、
右
同
様
清
七
喜
助
自
分
三
人
に
て
横
浜
住
吉
町

一
丁
目
平
井
喜
三
郎
宅
へ
忍
入
、
兎
四
疋
盗
取
り
、
右
澤
田
鉄
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之
助
を
頼
み
同
所
福
沢
八
右
衛
門
へ
金
三
円
五
十
銭
に
売
払
候

事
一
同
五
月
四
日
、
右
同
断
自
分
清
七
両
人
に
て
横
浜
太
田
町
黒
沢
金

太
郎
方
へ
忍
入
、
衣
類
其
外
十
四
品
盗
取
、
鉄
之
助
へ
二
円
三

十
七
銭
二
厘
五
毛
に
売
払
候
事

一
同
月
二
十
日
夜
、
右
同
様
両
人
並
に
行
衛
未
知
横
浜
出
生
吉
五
郎

申
合
、
程
ヶ
谷
岩
間
町
川
本
忠
蔵
方
へ
忍
入
、
畳
表
百
六
十
枚

盗
取
、
沢
田
鉄
之
助
相
頼
名
前
不
知
者
へ
十
円
に
売
払
候
事

一
同
月
三
十
日
夜
、
右
同
様
清
七
喜
助
藤
吉
四
人
に
て
深
川
大
島
町

井
上
丈
助
方
へ
忍
入
、
木
綿
四
十
九
反
衣
類
其
外
十
四
品
盗
取
、

内
四
十
三
反
外
六
品
は
神
田
元
柳
原
町
橋
本
金
七
へ
代
金
十
五

円
五
十
銭
に
売
払
、
其
他
は
着
古
し
又
は
取
落
し
候
事

一
同
六
月
十
三
日
夜
、
清
七
申
合
抜
刀
携
え
本
郷
六
丁
目
川
田
正
次

郎
宅
へ
押
入
、
右
正
次
郎
其
外
の
者
を
縛
し
真
文
小
判
二
枚
并

楮
幣
其
外
取
交
金
七
十
円
蝙
蝠
傘
一
本
衣
類
六
品
奪
取
立
去
り
、

小
判
は
清
七
よ
り
薬
研
堀
町
高
山
勝
次
郎
方
に
て
十
一
円
に
引

替
、
金
子
衣
類
共
等
分
に
配
当
致
し
衣
類
は
両
人
に
て
所
持
、

新
吉
原
京
町
二
町
目
貸
坐
敷
渡
世
篠
崎
源
七
方
に
遊
興
罷
在
候

処
捕
縛
せ
ら
れ
候
事

右
名
前
不
知
宅
に
て
盗
取
候
品
七
円
五
十
銭
に
売
払
候
て
除
く
の

外
、
盗
品
代
積
金
百
九
円
六
十
五
銭
、
前
書
七
円
五
十
銭
共
合

金
百
二
十
七
円
十
五
銭
、
奪
取
候
金
七
十
円
品
代
積
金
七
円
二

十
五
銭
合
金
七
十
七
円
二
十
五
銭
、
強
窃
盗
総
計
金
二
百
四
円

四
十
銭
相
成
候

右
の
通
相
違
不
申
上
候
以
上

明
治
七
年
八
月
七
日

小
川
友
吉

権
中
検
事

犬
塚
盛
巍

東
京
裁
判
所
調

掛

小
判
事

杉
浦
知
周

権
大
解
部

香
川
景
信

捕
縛
明
治
六
年
六
月

常
陸
国
茨
城
郡
大
橋
村
農

窃
盗

党
類
五
人

安
之
進
弟

安
吉
事菅

井
清
七

当
二
十
三
年
八
月

盗
賊
金
百
二
十
七
円
十
五
銭

窃
盗
八
度

初
犯

一
自
分
儀
明
治
四
年
四
月
本
籍
逃
亡
し
横
浜
東
京
辺
に
徘
徊
罷
在
候

中
、
同
六
年
二
月
二
十
七
日
大
坂
出
生
小
川
友
吉
に
出
会
、
貧

窮
の
余
り
盗
可
致
旨
自
分
発
意
に
友
吉
并
播
州
明
石
町
桜
井
喜

助
同
意
し
、
同
夜
三
人
に
て
横
浜
羽
衣
町
龍
山
徳
之
進
方
へ
忍

入
り
、
夜
着
其
外
七
品
盗
取
、
内
一
品
は
取
捨
、
六
品
は
当
時

行
衛
不
知
古
川
兼
吉
へ
代
金
一
円
七
十
銭
に
売
払
候
事

一
同
三
月
下
旬
、
右
同
様
三
人
に
て
横
浜
北
中
通
辺
名
前
不
知
商
家

へ
忍
入
、
衣
類
十
二
品
盗
取
、
右
古
川
兼
吉
へ
代
金
七
円
五
十

銭
に
売
払
候
事
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一
同
四
月
六
日
夜
、
右
同
様
三
人
并
飛
騨
国
大
野
八
幡
町
池
田
藤
吉

倶
々
、
神
奈
川
西
ノ
町
杉
本
善
兵
衛
宅
へ
忍
入
、
豚
二
疋
盗
取
、

当
時
行
衛
不
知
武
州
久
良
岐
郡
太
田
村
沢
田
鉄
之
助
へ
代
金
五

圓
に
売
払
候
事

一
同
二
十
四
日
夜
、
右
同
様
友
吉
藤
吉
に
て
横
浜
野
毛
町
笹
生
兼
松

宅
へ
忍
入
、
衣
類
其
外
十
八
品
盗
取
、
右
鉄
之
助
へ
金
十
五
円

五
十
銭
に
売
払
候
事

一
同
二
十
五
日
夜
、
右
同
様
友
吉
喜
助
自
分
三
人
に
て
横
浜
住
吉
町

一
丁
目
平
井
喜
三
郎
宅
へ
忍
入
、
兎
四
疋
盗
取
理
り
、
右
澤
田

鉄
之
助
を
頼
、
同
所
福
沢
善
右
衛
門
へ
金
三
円
五
十
銭
に
売
払

候
事

一
同
五
月
四
日
夜
、
右
同
様
自
分
友
吉
両
人
に
て
横
浜
太
田
町
黒
沢

金
太
郎
方
へ
忍
入
、
衣
類
其
外
十
四
品
盗
取
、
右
鉄
之
助
へ
金

二
円
三
十
七
銭
五
厘
に
売
払
候
事

一
同
月
三
十
日
夜
、
右
同
断
両
人
并
行
衛
未
知
横
浜
出
生
吉
五
郎
と

申
合
、
程
ヶ
谷
岩
間
町
川
本
忠
蔵
方
へ
忍
入
、
畳
表
百
六
十
枚

盗
取
、
鉄
之
助
相
頼
名
前
不
知
屑
屋
へ
金
十
円
に
売
払
候
事

一
同
月
三
十
一
日
夜
、
右
同
様
友
吉
喜
助
藤
吉
四
人
に
て
深
川
大
島

町
井
上
丈
助
宅
へ
忍
入
、
木
綿
反
物
四
十
九
反
衣
類
其
外
十
四

品
盗
取
、
内
四
十
三
反
外
六
品
は
、
神
田
元
柳
原
町
橋
本
金
七

へ
金
十
五
円
五
十
銭
に
売
払
、
其
他
は
着
古
し
候
事

右
売
払
代
は
、
其
時
々
等
分
に
配
当
酒
食
に
遣
捨
候
処
、
今
般
名

前
不
知
宅
に
て
盗
取
候
品
七
円
五
十
銭
に
売
払
候
を
除
の
外
、

盗
品
代
積
金
百
九
円
六
十
五
銭
前
書
七
円
五
十
銭
共
合
金
百
二

十
七
円
十
五
銭
に
相
成
候

右
の
通
相
違
不
申
上
候
以
上

明
治
七
年
七
月

菅
井
清
七

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

第
十
一
大
区
三
小
区
亀
戸
村
二
百
二
十
六
番
地
借
店
吉
野
安
五
郎
奉

申
上
候
。
去
酉
年
六
月
中
旬
小
川
友
吉
、
須
貝

マ

マ

清
七
、
私
方
へ
止
宿

致
候
哉
の
旨
御
尋
に
御
座
候

此
段
去
酉
年
八
月
中
奉
申
上
候
通
り
、
私
儀
酉
年
四
月
四
日
横

浜
太
田
原
町
鉄
五
郎
方
へ
罷
越
、
鉄
道
人
足
相
稼
居
。
然
る

処
同
月
十
四
日
麻
疹
相
煩
、
鉄
五
郎
方
に
て
厄
介
に
相
成
居
。

同
月
二
十
二
三
日
頃
帰
宅
仕
、
其
後
六
月
十
日
友
吉
清
七
儀

不
動
尊
開
帳
に
参
詣
罷
越
候
旨
鉄
五
郎
申
候
に
は
、
私
方
に

て
止
宿
の
儀
相
頼
候
様
申
聞
候
間
、
鉄
五
郎
に
も
厄
介
相
成

り
候
儀
も
有
之
候
に
付
、
相
違
無
之
と
存
六
月
十
一
日
十
二

日
止
宿
致
、
昼
間
不
在
、
旦
十
三
日
夜
十
二
時
頃
両
人
罷
越
、

翌
十
四
日
早
朝
横
浜
へ
立
帰
り
候
趣
申
聞
罷
出
共
其
儘
立
帰

不
申
其
跡
に
て
二
階
に
蝙
蝠
傘
一
本
有
之
候
処
、
右
傘
不
正

の
品
に
候
由
被
仰
聞
、
則
今
日
右
蝙
蝠
傘
持
参
仕
候
。
右
御

尋
に
付
奉
申
上
候
通
相
違
無
御
座
候
間
、
何
卒
格
別
の
以

御
仁
憐
御
慈
悲
御
沙
汰
被
成
下
置
候
様
、
偏
に
奉
願
上
候
以
上
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第
十
一
大
区
三
小
区

亀
戸
村

二
百
六
十
六
番
地
借
店

明
治
七
年
四
月
三
十
日

吉
野
安
五
郎

百
姓
代児

玉
安
蔵

東
京
裁
判
所
長

権
中
判
事
北
畠
治
房

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

本
郷
六
丁
目
十
六
番
地

川
田
正
次
郎

次
女

さ
た

召
仕
友
次
郎

右
両
人
奉
申
上
候
、
去
酉
六
月
十
三
日
夜
八
ツ
時
頃
、
裏
の
方
よ
り

両
人
抜
刀
を
携
、
一
人
は
丈
高
き
方
手
拭
冠
り
、
一
人
丈
低
き
方
風

呂
敷
を
包
押
込
、
正
次
郎
并
私
共
両
人
縛
し
置
、
金
銭
衣
類
奪
取
。

右
冠
り
来
り
候
風
呂
敷
に
て
衣
類
を
包
、
逃
去
候
に
付
、
其
段
翌
十

四
日
御
訴
奉
申
上
候
よ
り
、
其
後
追
々
御
吟
味
中
盗
徒
へ
御
突
合
に

相
成
、
右
両
人
見
留
候
処
、
前
書
十
三
日
夜
押
込
這
り
候
者
に
聊
相

違
無
之
、
其
後
申
立
其
後
再
応
御
呼
出
し
御
尋
御
座
候
得
共
、
御
突

合
相
成
候
両
人
に
相
違
無
御
座
候
間
、
此
段
御
聞
済
奉
願
上
候
以
上

右
川
田
正
次
郎

明
治
七
年
六
月
十
九
日

二
女

さ
た

召
仕

友
二
郎

右
正
次
郎
他
行
に
付

養
子

川
田
魚
次
郎

東
京
裁
判
所
長

権
中
判
事
北
畠
治
房
殿

明
治
七
年
十
月
八
日

同
二
十
二
日
来

大
臣

議
長

参
議

法
制
課

別
紙
司
法
省
伺
菅
井
清
七
処
分
の
儀
は
、
昨
年
の
例
規
も
有
之
候
事

に
付
、
伺
の
通
御
聴
許
相
成
可
然
候
。
因
て
御
指
令
案
相
副
供
高
裁

候
也

御
指
令
案

伺
の
通

〔
明
治
七
年
十
月
二
十
二
日
〕


